
宮代町内放課後児童クラブの台風接近・集中豪雨・震災時における 

臨時休所に関するガイドライン 

 

１ 目的                                    

 町は、台風や集中豪雨、震災により人的・物的被害が生じる恐れが高まった場合に、

児童、保護者及び従事者の生命と安全を守るため、町内放課後児童クラブにおける臨

時休所の判断及び対応を定めたガイドラインを策定するものです。 

 

２ 対象施設                                  

 町内放課後児童クラブ（以下、「児童クラブ」とします）。 

 

【洪水浸水想定区域】               ※宮代町ハザードマップより 

児童クラブ名 洪水浸水想定区域 備考 

かしの木児童クラブ -  

いちょうの木児童クラブ 〇  

いちょうの木児童クラブ分室 -  

ふじ第一児童クラブ 
〇 

浸水した際に想定される水深：

２ｍ未満 

ふじ第二児童クラブ 
〇 

浸水した際に想定される水深：

２ｍ未満 

かえで第一児童クラブ 

かえで第二児童クラブ 

※令和８～９年度 

- 

令和８～９年度は、須賀小再編

のため、須賀中学校での保育 

かえで第一児童クラブ 

かえで第二児童クラブ 

※令和１０年度以降 

〇 

須賀小再編後 

 

３ 臨時休所の判断基準・対応                          

 災害時における臨時休所の判断基準及び対応について、下記のとおり定めます。た

だし、児童クラブの判断により臨時休所とした場合、町に連絡をするものとします。 

 

（１）風水害（台風、集中豪雨等）の場合 

  ① 町が警戒レベル３（高齢者等避難）以上の避難情報を発令した場合 

  ② 気象庁から本町に特別警報が発令された場合 

  ③ 交通機関の運休などにより従事者が確保できない又は保護者による送迎が

困難な場合 

 



【学校開校日】 

学校の対応 児童クラブの対応 

臨時休校となった。 臨時休所 

登校時間を遅らせた。 下校時刻から通常開所 

※登校前の時間帯は開所しない 

登校後に途中下校となった。 

・学校から保護者へ直接引き渡し 

臨時休所 

 

【開所時間中に発令（学校放課後）】 

警戒レベル 対  応 避難情報等発令解除後 

警戒レベル３ 

（高齢者等避難） 

 

早急な迎えの依頼（臨時休所） 

・臨時休所となるため、保護者

へ早急な迎えを要請する。 

・必要に応じて児童を避難所等

へ避難させ、同時に保護者へ

周知する。 

・所内や校内の方が安全と判断

した場合は、児童を所内、校

内の適切な場所に避難させ

る。 

臨時休所 

・施設及び周辺の被災状況の確認 

が困難であるため、臨時休所と 

する。 警戒レベル４ 

（避難指示） 

 

警戒レベル５ 

（緊急安全確保） 

 

【学校休業日における一日保育実施】 

警戒レベル 開所前 開所後 

警戒レベル３ 

（高齢者等避難） 

 

臨時休所 

※午前６時までに上記の①②

③のいずれかに該当した場合 

（児童クラブの対応） 

・保護者へ連絡する。 

早急な迎えの依頼（臨時休所） 

・臨時休所となるため、保護者

へ早急な迎えを要請する。 

・必要に応じて児童を避難所等

へ避難させ、同時に保護者へ

周知する。 

・所内や校内の方が安全と判断

した場合は、児童を所内、校

内の適切な場所に避難させ

る。 

警戒レベル４ 

（避難指示） 

 

警戒レベル５ 

（緊急安全確保） 

 

※上記基準によらず、総合的な判断により、児童クラブは臨時休所することがありま

す。また、特別警報が発令されていない場合においても、強風や豪雨により登降所

に危険が伴うことが想定される場合は、安全の確保を優先して登所はできる限り控

えてください。 



（２）町内で震度５弱以上の地震が発生した場合 

【学校開校日】 

学校の対応 児童クラブの対応 

臨時休校となった。 臨時休所 

登校時間を遅らせた。 下校時刻から通常開所 

・登校前の時間帯は開所しない 

登校後に途中下校となった。 

・学校から保護者へ直接引き渡し 

臨時休所 

 

【開所時間中に発生（学校放課後）】 

震度 対  応 

震度５弱以上 早急な迎えの依頼（臨時休所） 

・臨時休所となるため、保護者へ早急な迎えを要請する。 

・必要に応じて児童を避難所等へ避難させ、同時に保護者へ周知す

る。 

・所内や校内のほうが安全と判断した場合は、児童を所内、校内の

適切な場所に避難させる。 

 

 

【学校休業日における一日保育実施】 

震度 対  応 

震度５弱以上 

 

臨時休所 

・施設及び周辺の被災状況の確認や従事者の確保が困難であるた

め、臨時休所とする。 

 

 



４ 連携体制について                              

 学校、町及び児童クラブは、次のとおり連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童ｸﾗﾌﾞ 

 

 

 

 

 

 

連携 

対応調整 

情報提供 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮代町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て支援課】 

・臨時休所の判断 

・関係課との調整 

 【教育委員会】 

・情報把握等 

 【くらし安全課】 

・防災情報の把握等 

・防災情報の発信等 

 

 

・校内及び周辺の 

 状況把握 

・個別の対応判断 

 

保護者 

対応判断 

学 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報共有 

児童クラブ 

・学校及び周辺の 

 状況把握 

・状況連絡 

・児童の安全確保 

・情報収集 

 

・臨時休所の判断 

・個別の対応判断 

・施設及び周辺の 

 状況把握 

・状況報告 

・児童の安全確保 

・情報収集 

 

情報提供 

対応連絡 

情情報報提提供供  

対対応応連連絡絡  

情報共有  

報報告告  
情報共有  情報提供 



５ 臨時休所に伴う対応について                          

（１）臨時休所を行う際の周知、掲示 

   町及び児童クラブは、臨時休所を行う場合、ホームページや一斉配信システム

等により、保護者に周知を図ります。また、施設の入口に臨時休所する旨及び緊

急連絡先を示した案内等を掲示します。 

（２）緊急事態に対して施設に駆け付けられる体制の確保 

   町及び児童クラブは、緊急事態に対して責任者等が施設に駆け付けられる体制

を確保します。 

 

６ 保育の再開の基準・対応                          

 本ガイドラインに基づき、避難情報が解除されたときは、児童クラブは、次の事項

を確認し、保育を再開できるか否かを町に報告してください。保育を再開した場合、

その旨を保護者に連絡するものとします。 

（１） 施設及び施設周辺の安全の確保 

（２） ライフライン（電気、水道、ガス、交通等）の状況 

（３） おやつの提供可否（必要があれば一時的な持参等） 

（４） 従事者の確保 

 ただし、災害の状況等を踏まえ、児童クラブの判断により保育を再開した場合は、

町に報告するものとします。 

 

７ 保護者への事前周知                            

 町は、本ガイドラインによる基準・対応を町のホームページで公表します。 

 また、児童クラブは、説明会等において、本ガイドラインによる基準・対応を事 

前に保護者に周知し、理解を得るものとします。 

 

８ その他の計画等との関連                            

 児童クラブは、本ガイドラインや宮代町ハザードマップを参考としながら、詳細 

な非常災害対策計画、マニュアル、運用指針等を適切に整備し、従事者間で共有する 

とともに、災害時の対応について保護者と共有するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 所管課及び放課後児童クラブ                        

 

 所管課       住所           電話番号 

子育て支援課 宮代町笠原１－４－１ ０４８０－３４－１１１１ 

  

 放課後児童クラブ  住所           電話番号 

かしの木児童クラブ 宮代町字西原２６１番地 ０４８０－３３－８７４０ 

いちょうの木 

児童クラブ 

宮代町百間五丁目８番４８

号 
０４８０－３３－８６８０ 

いちょうの木 

児童クラブ分室 

宮代町百間四丁目１１番１

７号 深井ビル内 
０８０－６０８０－７８５８ 

ふじ第一児童クラブ 
宮代町字百間１１０５番地

１２ 
０８０－６０８０－７８５９ 

ふじ第二児童クラブ 
宮代町字百間１１２２番地

１（保健センター付近） 
０８０－６０８０－７８８７ 

かえで第一 

児童クラブ 

宮代町大字須賀 

１４２６番地１ 
０４８０－３２－８２０８ 

かえで第二 

児童クラブ 

宮代町大字須賀 

１４２５番地１ 
０４８０－３２－８２０８ 

 

※かしの木児童クラブ、いちょうの木児童クラブ、いちょうの木児童クラブ分室、ふ

じ第一児童クラブ及びふじ第二児童クラブは、シダックス大新東ヒューマンサービ

ス株式会社が指定管理者として運営しております（指定管理期間：令和７年度から

令和１１年度まで）。 

※かえで第一児童クラブ及びかえで第二児童クラブは、特定非営利活動法人宮代町か

えで児童クラブが指定管理者として運営しております（指定管理期間：令和６年度

から令和１０年度まで）。 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月 １日策定 

令和６年 ８月２２日改訂 

令和７年１０月 ３日改訂 

令和８年 ４月 １日改訂 


